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計画の目標年度 

【中間目標年度】 令和 11(2029)年度（計画策定から 5 年後） 

【計画目標年度】 令和 16(2034)年度（計画策定から 10 年後） 
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ごみ処理基本計画 

ごみ処理の現状 

※ 粗大ごみについては直接搬入ごみとして受け入れた後、可燃ごみと不燃ごみに分別しそれぞれ適切に処理し

ている。  

ごみ処理の流れ 

バイオマス活用施設
（バイオマス資源化センター）

残 渣

焼却施設
（清掃センター）

ストックヤード
（清掃センター）

市委託収集
（生活系）

直接持込
（生活系自己搬入ご
み、許可収集ごみ、
事業系自己搬入ご

み）

団体回収

資源回収業者

紙類

布類
リターナブルびん

アルミ缶

埋立施設
（最終処分場）

焼却固化灰・焼却残渣

不燃残渣

生 ご み

可燃ごみ

不燃ごみ

資 源 物

埋立ごみ

生ごみ

可燃ごみ

不燃ごみ

埋立ごみ

資源物

粗大ごみ

再資源化委託
発泡スチロール
アルミ缶

スチール缶

びん
ペットボトル
乾電池・水銀体温計

蛍光灯

2級鉄
焼却鉄屑

リターナブルびん

民間事業者による
店頭回収、BOX回収 資源化
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ごみ処理の課題 

課題 1 ごみ発生抑制 

1 人 1 日あたりのごみ排出量はやや減少傾向にあり、令和 5 年度実績で 910.0g/人･日となってい

る。1 人 1 日当たりの家庭系ごみ排出量は 468.1g/人･日と県内においては比較的少ない方である

が、事業系ごみの排出量が多いため、結果として、ごみ排出量及び 1 人 1 日あたりのごみ排出量が

多くなっている。 

課題 2 リサイクルの推進 

リサイクル率は横這い傾向で推移しており、令和 5 年度実績で 17.3%と、令和 8 年度における目

標値（27％以上）の達成は困難と見込まれる。主な要因として、ペーパーレス化の進展による紙類

（新聞紙等）の排出量の減少等に伴い、資源として排出される量が大きく減少していることが要因

と考えられる。 

課題 3 中間処理施設整備の推進 

現在稼働中の日田市清掃センターについては、当施設は竣工から 34 年が経過しており、施設自

体の老朽化により補修費が増加しており、施設更新の時期を迎えている。 

また、バイオマス資源化センターについても、老朽化が著しく、点検整備費用の負担が増大して

いるほか、令和 2 年度に機器の故障に伴い生ごみの搬入が行えなくなるなど、安定的な稼働が困難

な状況となっている。 

最終処分場については、竣工から 38 年以上経過しており、現在の埋立量からすると、残余容量

が今後 10 年程度となっており、新たな整備を推進する必要がある。 

課題 4 ごみ処理経費の削減 

1 人当たりの年間ごみ処理経費等は、類似団体の平均を基準とした経費と比較すると、約 45％も

上回っている状況にあることから、ごみ処理経費を削減する必要がある。 
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ごみ減量等の目標数値 

 

目 標 1 1 人 1日家庭系ごみ排出量を、440ｇ/人･日以下とする。 

1 人 1日生活系ごみ排出量を、現状のまま推移した場合の 2％削減する。 

 
目 標 2 事業系ごみ排出量を、現状のまま推移した場合の 5％削減する。 

 
目 標 3 リサイクル率を 20％以上にする。 

 

※1 家庭系ごみとは、生活系ごみから資源物などを引いたごみのことである。 

※2 生活系ごみとは、家庭などの人の生活に伴って排出されるごみのことである。 

基本理念 

 
【本計画の基本理念】 

 

① リデュース・リユース・リサイクルの 3R を基軸として、ごみの発生抑制を最優先にした、環

境負荷の少ない脱炭素・循環型社会の構築 

② 持続可能な形で資源を効率的・循環的に有効利用するサーキュラーエコノミーへの移行の推進 
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基本方針 

 

基本方針 ① 発生抑制の推進 

基本方針 ② リサイクルの推進 

基本方針 ③ 中間処理施設整備の推進 

T

基本方針 ④ 地域全体での協働（官民連携）の実現 

T

 

基本方針 ⑤ ごみ処理経費の節減 
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排出抑制計画 

■ 取組番号 3：事業系ごみの排出抑制の推進【強化】 

■ 取組番号 4：食品ロス削減の推進【新規】 

目標達成に向けた取組 

取 組 
取組

番号 
施 策 内 容 

排出抑制に係る主な取組 

1 ごみに関する啓発活動・情報提供の充実 

2 リユースの促進 

3 事業系ごみの排出抑制の推進【強化】 

4 食品ロス削減の推進【新規】 

5 マイバッグ推進運動 

6 グリーン購入の推進 

7 子ども環境先進地視察の実施 

資源化に係る主な取組 

1 子ども環境先進地視察の実施 

2 地域での資源回収の推進 

3 小型家電の回収の推進 

4 事業者の再資源化活動の推進 

5 分別排出徹底の推進 

6 人にやさしいまちづくり事業 

7 生ごみの資源化の推進【新規】 

8 廃プラスチック分別収集及び資源化事業 

9 雑がみ（その他の紙）の分別排出推進【強化】 

10 布類の分別排出推進 

11 焼却残渣の資源化【新規】 

※【強化】とは、これまでよりも強化して実施する取組を示す。 

※【新規】とは、本計画で新たに実施する取組を示す。 

 それ以外の項目は、これまでの取組を継続または拡充させていくものを示す。 
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資源化計画 

■ 取組番号 7：生ごみ資源化の推進【新規】 

■ 取組番号 9：雑がみ（その他の紙）の分別排出推進【強化】 

■ 取組番号 11：焼却残渣の資源化【新規】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

目標達成時のごみ排出量等 

 
※ 令和 9 年度から多量排出事業者の紙類（資源物）1,000t/年を含む。 
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※平成 29 年度の直接埋立には、災害ごみ（2,143t）を含む。 

 
 

収集・運搬計画 
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家庭系ごみ 委託収集 

事業系ごみ 許可収集 

粗 大 ご み 許可収集 

区 分 
分 別 
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対象 

収集 
区域 

収集 
形態 

収集 
場所 

収集頻度 指定容器 

可燃ごみ 
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ご
み
ス
テ
□
シ
□
ン 

2 回/週 

燃やせるごみ 
専用指定袋 

生 ご み 
令和 9 年度～ 

～令和 8 年度 透明または半透明袋 

不燃ごみ 

びん･ペットボトル 
1 回/月 

燃やせないごみ 
兼用指定袋 

空 き 缶 

缶以外のカナモノ（小型家電含む） 4 回/年 

有害物 

蛍光灯 

3 回/年 乾電池・ 
水銀体温計 

埋立ごみ 4 回/年 

資 源 物 

紙 類 

ダンボール 

2 回/月 

紐で十字に結ぶ 
 

雑がみは 
紙袋もしくは透明 
または半透明袋 

新聞・チラシ 

紙パック 

雑誌・雑がみ 
（その他の紙） 

布 類 透明または半透明袋 

リターナ
ブルびん 

一升びん そのままか 
透明または半透明袋 ビールびん 

発泡スチロール 透明または半透明袋 

プラスチック製容器包装 透明または半透明袋 

最終処分量 
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中間処理計画 

将来的な中間処理の方法等 処理施設 処理方法 

可燃ごみ 焼却施設 焼却 

不燃ごみ リサイクルセンター 選別・圧縮・梱包 

資
源
物 

紙類 － 民間業者への委託処理 

布類 － 民間業者への委託処理 

リターナブルびん － 民間業者への委託処理 

発泡スチロール － 民間業者への委託処理 

生ごみ 
～令和 8 年度 バイオマス資源化センター メタン発酵 

令和 9 年度～ 焼却施設 焼却 

最終処分計画 
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その他ごみ処理に関し必要な事項 

特別管理一般廃棄物の適正処理 

適正処理困難物の適正処理 

不法投棄対策 

災害廃棄物対策 
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アンケート調査結果 

食品ロスの課題 

家庭系食品ロス 

本市の家庭系食品ロス量は、年々減少傾向で推移している。 

アンケート調査からは、家庭において週 1、2 回の頻度で食品ロスが発生している家庭が多い。

家庭系食品ロスが発生する要因としては、料理の作り過ぎによる食べ残しや、同じものを買ってし

まうことなどにより消費・賞味期限切れ等の手付かず食品が生じていることなどが考えられる。 

一方、各家庭において「食料を買いすぎない」「食物を残さない」「賞味期限の近い商品から買

う」等といった食品ロス削減の取組が行われていることも確認されている。こういった取組をより

推進するためにも、食品ロスの現状や削減による効果、市民が日常生活において食品ロスを減らす

ための行動等について市報や市のホームページ等を通じて啓発を行う必要がある。 

事業系一般廃棄物食品ロス 

本市の事業系一般廃棄物食品ロス量は、年々減少傾向で推移している。 

各事業所で削減に向けた取組が行われていると考えられるが、業種別にどのような食品ロスがど

れくらい発生しているか、その実態が把握できていない点が課題として挙げられる。 

事業系一般廃棄物食品ロスの発生状況・発生要因等を踏まえて施策のターゲットを定め、各事業

所において食品ロスを削減する行動を積極的に推し進めていく必要がある。 

 

回答総数 300 人 

食品ロスの発生頻度 食品ロス削減の取組 
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①賞味期限の近い商品から買う ②食料を買いすぎない
③食物を残さない ④特に気を付けていない
⑤その他 ⑥無回答

76 人 
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131 人 

24 人 6 人 3 人 

回答総数 300 人 

（複数回答可） 
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食品ロス削減推進計画 

【食品ロス削減推進計画の基本理念】 

市民、事業者、市が協力した循環型社会の構築 

t

t

項目 単位 
H12(2000) R5(2023) R16(2034) 

実績値 実績値 目標値 

家庭系食品ロス量 t/年 2,329 586 500 

事業系一般廃棄物

食品ロス量 
t/年 1,466 439 400 

食品ロス量合計 t/年 3,795 1,025 900 

※国の方針に基づき、平成 12 年度に対し令和 12 年度までに、家庭系食品ロス量を半減、事業系一般廃棄物

食品ロス量を 60％削減させた場合の各食品ロス量 

       ：家庭系食品ロス量：1,165t/年、事業系一般廃棄物食品ロス量：586t/年 

 

基本方針 
取組

番号 
施 策 内 容 

①食品ロスの発生抑制 

 

②未利用食品等の有効活用 

1 食品ロスの実態把握 

2 食品ロスに関する情報発信と普及啓発 

3 事業者による食品ロス削減の取組の推進 

4 未利用食品などの有効活用の推進 

基本理念 

数値目標 

施策の方向性 
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生活排水処理基本計画 

生活排水処理の現状 
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生活排水処理の課題 

課題 1 生活排水処理の推進 

し尿及び浄化槽汚泥は、公共下水道又はし尿処理施設等で適正に処理している。しかし、生活雑

排水は、人口の約 19%にあたる 11,449 人が未処理のまま公共用水域に放流している。 

前回計画では、計画目標年度（令和 8 年度）における生活排水処理率を 94％以上とすることを目

標としていたが、令和 5 年度の生活排水処理率は 81.1％で、目標達成は困難な見込みである。 

したがって、今後、合併処理浄化槽の普及推進等更なる生活排水処理率の向上に努める必要があ

る。 

課題 2 老朽化対策 

公共下水道では老朽化に伴う埼玉県での流域下水道管の損壊による道路陥没並びに人身事故発

生により長期間の事故対策が行われた。下水道管等の老朽化対策は喫緊の課題であり、国土交通省

も先の事故から調査実施や優先順位等を示し調査対策を推進している。本市の公共下水道は供用開

始から 40 年以上経過しており、今後は農業集落排水施設も含めた管渠等施設の老朽化に伴う点検

調査の実施と改築更新を計画的に行うことが必要である。 

課題 3 合併処理浄化槽及び単独処理浄化槽の適正な維持管理の推進 

合併処理浄化槽及び単独処理浄化槽の法定検査の受検・適正な維持管理については、県と連携し

ながら法定検査受験指導と維持管理が不適正と判断される設置者に対する指導体制の強化を進め

る必要がある。 

課題 4 中間処理効率化の推進 

生活排水処理事業の経営環境は、人口の減少や、処理に必要となる薬品・燃料費などの価格の高

騰、職員の減少に伴う執行体制の脆弱化に加え、合併処理浄化槽等の普及によるし尿処理手数料を

はじめとした、総体的な処理量の減少による充当率の低下など、年々厳しさを増している。 

そのため、これまでも農業集落排水施設やコミュニティプラントを公共下水道に切り替えるな

ど、処理の共同化による経費の低減等に取り組んできたところであり、今後においても同様の水処

理を行う日田市環境衛生センター(し尿処理施設)及び日田市浄化センター（下水道施設）のより効

率的で安定的な中間処理を進めていく必要がある。 

生活排水処理の目標数値 

 

目 標 生活排水処理率を 88%以上にする。 
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基本理念 

 
【本計画の基本理念】 

「水」と「緑」の再生による「水郷ひた」の創造 

基本方針 

 

基本方針 ① 生活排水処理の推進 

現在未処理のまま、公共用水域に放流されている一部の生活雑排水を適正に処理するため、

集合処理区域については公共下水道及び農業集落排水施設への接続を促進し水洗化率の向上

を目指す。 

また、集合処理区域を除く区域については、合併処理浄化槽の設置及び単独処理浄化槽か

ら合併処理浄化槽への転換を図るため浄化槽設置補助事業の利用を促し、単独処理浄化槽人

口及びし尿汲み取り人口等を削減することで、生活排水処理率の向上を図る。 

 

基本方針 ② 老朽化対策 

公共下水道の管渠等施設については、ストックマネジメント計画に基づき順次点検・調査

を行い、施設の劣化状況を把握し、リスク評価を行った上で優先順位をつけて適切な時期に

改築更新を実施する。 

また、農業集落排水施設についても、今後、適切な時期にストックマネジメント計画を策定

し、施設の維持管理に努めていく。 

 

基本方針 ③ 合併処理浄化槽及び単独処理浄化槽の適正な維持管理の推進 

県と連携しながら、合併処理浄化槽及び単独処理浄化槽の法定検査受検指導と維持管理が

不適正と判断される設置者に対する指導体制の強化を進める。 

 
基本方針 ④ 中間処理効率化の推進 

これまでの地域資源リサイクルシステム構築の検討にあたって、日田市環境衛生センター

に搬入されるし尿・浄化槽汚泥の一部を日田市浄化センターで処理する実証試験（令和 3 年

10 月～）を行った結果、日田市浄化センターの処理において、公共用水域への放流水質等に

与える影響は無いことが確認できたことから、両施設の効率的で安定的な中間処理が総合的

に推進できるよう、令和 9 年度を目途に日田市環境衛生センター及び日田市浄化センターの

処理機能の共同化を進める。 
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生活排水の将来予測 
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し尿及び浄化槽汚泥の処理計画 

 

 

災害時のし尿処理に係る計画 

最終処分計画 

中間処理計画 

収集・運搬計画 


